
1 

新潟県事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月24日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第11号 

新潟県事務委任規則の一部を改正する規則 

新潟県事務委任規則（昭和35年新潟県規則第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という｡)に対応する同表の改正後の欄中

号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という｡)が存在する場合には当該移動号を当該移動後号とし、

移動号に対応する移動後号が存在しない場合には当該移動号（以下「削除号」という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。以下「改正部分」という｡)を当該改

正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（地域振興局長への委任） 

第３条の３ （略） 

２～６ （略） 

７ 次に掲げる事務は、長岡、上越及び佐渡の各地

域振興局長に委任する。 

(1) 旅券法（昭和26年法律第267号）第３条の規

定による一般旅券発給申請書等の受理並びに申

請者の身元及び現有旅券の確認をすること。 

(2) 旅券法第８条第１項（同法第９条第３項及び

第10条第４項において準用する場合を含む。）

の規定により、一般旅券を当該申請者に交付す

ること。 

(3) （略） 

 

 

 

(4) 旅券法第17条の規定による一般旅券の紛失等

の届出の受理並びに届出者の身元及び一般旅券

の紛失等の事実の確認をすること。 

(5) （略） 

(6) （略） 

８～12 （略） 

（地域振興局長への委任） 

第３条の３ （略） 

２～６ （略） 

７ 次に掲げる事務は、長岡、上越及び佐渡の各地

域振興局長に委任する。 

(1) 旅券法（昭和26年法律第267号）第３条の規

定による一般旅券発給申請書等の受理及び申請

者の身元確認をすること。 

(2) 旅券法第８条第１項（同法第９条第３項、第

10条第４項及び第12条第３項において準用する

場合を含む。）の規定により、一般旅券を当該

申請者に交付すること。 

(3) （略） 

(4) 旅券法第12条第１項の規定による増補を受け

ようとする一般旅券及び一般旅券査証欄増補申

請書を受理すること。 

(5) 旅券法第17条の規定による一般旅券の紛失等

の届出の受理及び届出者の身元確認をすること。 

 

(6) （略） 

(7) （略） 

８～12 （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年３月27日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に旅券法（昭和26年法律第267号）の規定によりなされた申請その他の行為に係る事務

については、なお従前の例による。 


